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「指定就労継続支援 B型 SAKURA+ 重要事項説明書」 

 令和 06年 06 月 21 日 改訂 

 

指定就労継続支援 B 型サービスを提供するにあたり、厚生労働省令に基づいて 

当事業所が説明すべき内容は、次のとおりです。 

  

1. サービスを提供する事業者 

名  称 社会福祉法人 蓬萊会（シャカイフクシホウジンホウライカイ） 

所 在 地 長崎県大村市本町４３８−１ 

電 話 番 号 ０９５７−５６−９６７０ 

代表者氏名 理事長 蓮本 高良 

設 立 年 月 平成９年９月９日 

 

2. 利用施設 

事業所の種類 
指定 就労継続支援 B型 事業所  

平成２８年４月１日指定 

事業所の名称 

事業所の番号 

ＳＡＫＵＲＡ＋（サクラプラス） 

（４２１０５００６９２） 

事業所の所在地 長崎県大村市本町４３８−１ 

連 絡 先 
ＴＥＬ : ０９５７−５６−９６７０ 

ＦＡＸ : ０９５７−５６−９６７１ 

事業管理者 南川大介 

サービス管理責任者 南 和博 

サービスの実施地域 
大村市、諌早市及び東彼杵町並びに川棚町の地域とする。 

通常の実施地域以外の利用希望者に対し実施する場合もある。 

主たる対象者 身体障害者・知的障害者・精神障害者・発達障害者 

定   員 ２０名 

開設年月日 平成２８年４月１日 

 

3. サービスの目的・運営方針 

目 的 

通所による雇用契約等に基づく就労の機会を提供するとともに、一般

就労に向けた知識、能力が高まった者について、一般就労への移行に

向けて支援します。 

運営方針 
関係法令を遵守し、他の社会資源との連携を図った適正且つきめの細

かな就労継続支援（B型）のサービスを提供します。 
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4. サービスに係る施設・設備等の概要 

 

当事業所では、厚生労働省の定める指定基準を遵守し以下の施設・設備を設置

しています。 

 

施設設備種類 部屋数 備  考 

作業室（店舗） １室 流し台スペース１カ所 

作業室（キッチン） ２室 
オーブン３台、流し台３台、冷蔵庫２台、冷凍庫３

台、殺菌庫１台、乾燥機１台、ガスレンジ３カ所 

作業室 １室  

相談室 １室 会議室と兼ねる 

洗面設備 ３カ所  

便 所 ４室 車イス対応 

多目的室 １室 食堂と兼ねる 

会議室 １室 相談室と兼ねる 

食 堂 １室 多目的室と兼ねる 

 

5. サービス提供職員の設置状況 

 

当事業所では、厚生労働省の定める指定基準を遵守し指定障害福祉サービスを

提供する職員として、以下の職員を配置しています。 

 

職 種 常 勤 非常勤 厚労省指定基準 

管理者 1名 0名 1名 

サービス管理責任者 1名 0名 1名 

生活支援員 1名 1名 1名 

職業指導員 0名 3名 1名 

 



3 

（各職種の勤務体系） 

職 種 勤務体系 

管理者 正規の勤務時間帯（8：00〜17：00）休憩時間含む 

サービス管理責任者 正規の勤務時間帯（8：00〜17：00）休憩時間含む 

職業指導員 正規の勤務時間帯（8：00〜17：00）休憩時間含む 

生活支援員 正規の勤務時間帯（8：00〜17：00）休憩時間含む 

  

  

 

 事業所の休業日  ： 毎週水、日曜日・ 

夏季休業 08月 14日～08月 16日 

           冬季休業 12月 30日〜01月 03日 

 事業所の営業時間 : 午前 8時から午後 5時まで 

 サービス提供時間 : 午前 10時から午後 3時までの 5時間 

 

6. 提供サービスの内容 

 

訓練等給付費対象サービス内容 

 

サービスの種類 サービスの内容 

相談及び援助 
利用者及びその家族が希望する生活や利用者の心身の状況等を

把握し、適切な相談、助言、援助等を行います。 

訓 練 
一般就労に必要な知識、能力の向上のための必要な訓練を行い

ます。また、その他の便宜を適切かつ効果的に行います。 

実習及び求職

活動等の支援 

公共職業安定所、障害者就労・生活支援センター等の関係機関

と連携を取りながら職場実習の実施や、求職活動の支援の実施、

職場定着の為の支援を行います。 

生産活動 

生産活動の機会を提供します。 

自主制作商品の製造・その他商品の加工・梱包・手袋検品等 

<工賃の支払い> 

上記生産活動における事業収入から必要経費を差し引いた額に

相当する金額を工賃として、生産活動に従事している利用者に

支払います。 

施設外就労 

常時、安定して高い生産性が見込まれる利用者には、希望に応

じて適正に配慮した施設外企業での生産活動の機会を提供しま

す。 

健康管理 

利用者の健康管理、記録を行います。また医療機関との連絡調

整及び協力医療機関を通じて健康保持のための適切な支援を行

います。 
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(1) 給食利用について 

給食サービスは希望者に提供します。１食 300円（令和 6年 6月 21日現在）。 

給食サービス利用に際しての食中毒等の発生は事業所の責任となりますが、

お弁当等を持参される方の食中毒等のトラブルに関しては、利用者または利

用者家族の自己責任となります。 

 

(2) サービスの概要 

全てのサービスは、「個別支援計画」に基づいて行われます。本事業所のサ

ービス管理責任者が作成し、利用者の同意をいただきます。尚「個別支援計

画」の写しは利用者に交付いたします。 

 

7. 利用料金 

 

(1) 訓練等給付費対象サービス内容の料金 

  訓練等給付費対象サービスについては、厚生労働大臣が定める基準により 

算定した額がサービス料金となります。 

  このサービス料金のうちの一部（原則９割）は市町から訓練等給付費が支給

されます。訓練等給付費の額を差し引いた額（利用者負担額といい、原則サ

ービス料金の１割）を当事業所にお支払い頂きます。なお、利用者負担額は、

原則サービス料金の１割ですが、「障害福祉サービス受給者証」に記載されて

いる負担上限額がひと月の負担の上限額となりますので記載されている金額

以上の負担はありません。 

 

(2) 訓練等給付費対象外サービス内容の料金 

 

障害者総合支援法に則り、当事業所では下記のサービス内容のご利用料金を

請求させて頂きます。(※ 就労継続支援 B型サービス費 (Ⅰ－七)) 

 

サービス内容 単位数 備考 

就労継続支援 B型サービス費 ６７３ １日の利用毎に請求します 

食事提供加算 ３０ 給食利用の方で、利用毎に加算 

欠席時対応加算 ９４ 月４回まで 

送迎加算 ２１ 送迎サービス利用者のみ 

初期加算 ３０ 
利用開始日から起算して 30 日以内の

期間について加算 

 

 

 



5 

ご請求させていただくサービス料金は下記 (1) + (2) の合計金額となります。 

 

(1) サービス利用者負担額 

（障害福祉サービス受給者証に記載されている「利用者負担上限額」を超える

ものではありません） 

 

(2) 食事の提供に要する費用 

食材費 300円×日数（当事業所の給食を利用しない場合には料金発生しません） 

 

(3) 利用料金のお支払方法 

前記 (1) + (2) の料金は１ヶ月ごとに計算し、ご請求しますので月末まで

に以下のいずれかの方法でお支払い下さい。 

 

(ア) 当事業所窓口での現金支払い 

(イ) 下記指定口座への振込み 

十八親和銀行 大村中央支店   

普通預金 1096347 シャカイフクシホウジンホウライカイ 

(ウ) 金融機関口座からの口座振替 

ご利用できる金融機関：十八親和銀行 

 

8. 利用者の記録及び情報の管理等 

(1) 事業者は、法令に基づいて利用者の記録及び情報を適切に管理し、利用者 

の求めに応じてその内容を開示します。また、記録及び情報については、 

契約の終了後 5年間保管します。 

閲覧、複写ができる窓口業務時間は、午前 9時～午後 4時までです。 

また利用者の個人情報については、個人情報保護法による対応を行います。 

但し、サービス提供を行う上での他事業所及び医療機関等との連絡調整や

市町及び関係機関に情報提供を要請された場合は利用者の同意（「個人情報

使用同意書」による）に基づき情報提供を致します。 

 

9. 欠勤、緊急時の連絡 

利用者が欠勤する場合は、当日午前８時半までに必ず事業所へ連絡を入れ 

ること。（欠勤が３日前までに分かっている場合は欠席時対応加算の対象外） 

台風・大雪・その他天災等において事業所を開所できない場合には、緊急連

絡網を使用し当日午前７時半までに事業所側より各利用者へ電話連絡を行

う。 
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10.  緊急時の対応 

   利用者の病状急変等の緊急時には、速やかに医療機関へ連絡を行います。. 

協力医療機関 

医療機関名：ともなが内科クリニック 

診 療 科：内科・呼吸器内科・胃腸内科・ 

      リハビリテーション科 

主 治 医：朝長昭光 

所 在 地：長崎県大村市杭出津２丁目５５５ 

電 話 番 号：０９５７−５４−５０００ 

緊急連絡先 

機 関 名：社会福祉法人 蓬莱会 SAKURA+ 

住  所：長崎県大村市本町４３８-1 

電話番号：０９５７−５６−９６７０ 

氏  名：サービス管理責任者 南 和博 

 

11. 要望・苦情等申立先及び虐待防止・身体拘束適正化に関する相談窓口 

(1) 当事業所における苦情相談窓口 

 

当事業所における苦情や相談は、以下の窓口で受け付けます。 

・ 苦情相談窓口担当者：南 和博（サービス管理責任者） 

・ 受付時間：水曜日を除く 毎週月曜日〜土曜日（午前９時〜午後４時） 

・ 電話番号：０９５７−５６—９６７０ 

 

苦情相談解決責任者・受付担当者・第三者委員会は次の通りです。 

 

苦情相談解決責任者：南川大介（施設長） 

苦情相談受付担当者：南 和博（サービス管理責任者） 

第三者委員    ：長岡 こう子（０９５７－５５－７７８７） 

安岡 敬美  （０９５７－５３－１４８１） 

 

その他の苦情・虐待防止に関する相談窓口 

大村市社会福祉協議会 

福祉あんしんセンター 

所在地 ：大村市本町４５８―２ 

    （プラットおおむら３階） 

電 話 ：０９５７−５４−１５９９ 

受付日 ：毎週月曜日〜金曜日 (年末年始除く) 

受付時間：午前９時〜午後５時 

長崎県社会福祉協議会 

長崎県福祉あんしん 

サポートセンター 

所在地 ：長崎市茂里町３番２４号 

電 話 ：０９５−８４６−８８０７ 

受付日 ：毎週月曜日〜金曜日 (年末年始除く) 

受付時間：午前９時〜午後５時 
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12.  虐待防止および身体拘束適正化のための措置に関する事項 

 

事業者は、虐待防止および身体拘束適正化を推進するため、次の措置を 

講ずるものとする。 

 

虐待防止委員会の設置および身体拘束適正化委員会の設置 

虐待防止および身体拘束適正化に関する定期研修の実施 

虐待防止および身体拘束適正化に関する相談窓口の設置 

 

13.  第三者評価機関による事業所評価 

 

当事業所は、第三者評価機関(民間)による事業所評価は、受けていません。 

(令和 6年 06月 21日時点) 

 

14. 協力医療機関 

 

医療機関の名称 
ともなが内科クリニック 

内科・呼吸器内科・胃腸内科・リハビリテーション科 

医 院 長 名 朝長昭光 

所  在  地 長崎県大村市杭出津２丁目５５５ 

電 話 番 号 ０９５７−５４−５０００ 

診  療  科 内科・胃腸内科 入 院 設 備 無 

 

15. 非常災害時の対策 

 

非常時の対応 別途定める、消防計画書により対応いたします。 

平時の訓練 
・別途定める、消防計画書に則り避難・防災訓練を利用者

参加のもと 年 2回 実施します。 

防災設備 

・自動火災報知機  有  ・誘 導 灯    有  

・ガス漏れ報知機  有  ・非常通報装置   有 

・非常用電源    有  ・消火器      有   

・カ－テン等は防炎性能のある物を使用しています。 

消防計画 
消防署への届出日： 平成 28年 3月 3日 

防火管理者   ： 蓮本 高啓 

保険加入 

事故・災害に備えて、損害賠償保険に加入しています。 

加入保険会社名：あいおいニッセイ同和損害保険（株） 

加入保険内容：介護保険・社会福祉事業者総合保険 

地震・風水害などの災害については、BCP業務継続計画に基づき対処します。 
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16. 当事業所をご利用の際に、留意いただく事項 

 

設備・器具の利用 

事業所内の設備、器具は本来の用法にしたがって利用して

ください。これに反した利用により破損等が生じた場合、 

賠償していただくことがあります。 

喫  煙 

 

館内禁煙です。 

喫煙は指定の場所を利用していただきます。 

 

貴重品の管理 

 

貴重品は、利用者の責任において管理していただきます。

自己管理できない利用者につきましては貴重品を施設に

持ち込まないようお願いします。 

 

外  出 

 

個人的な用件での外出が必要な場合は、職員に申し出の

上、 自己責任において行ってください。（ただし、事故

防止の判 断ができない方や危険な行為が予想される方

については、 適切に外出を制限させていただく場合があ

ります。 

 

宗教活動・政治活動、 

営利活動 

 

利用者の思想、信仰は自由ですが、他の利用者に対する 

宗教活動、政治活動及び営利活動は、ご遠慮ください。 

 

 

17. 法人が設置する委員会および指針・規程等の閲覧について 

 

当法人が設置する委員会記録および指針・規程等は、SAKURA+事務所にて 

  閲覧できますので、必要に応じお申し出ください。 

 

  担当者 :  法人本部  理 事 蓮本高啓 

       法人本部  事務長 林 智子 

             施設長 南川大介 

       サービス管理責任者 南 和博 

 

  閲覧可能時間 : 09:00～16:00 (水・日曜日・夏季休業日・冬季休業日除く) 
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令和  年  月  日 

  

 

 

指定障害者福祉サービス就労継続支援 B型 SAKURA＋（サクラプラス）が 

提供する福祉サービスの利用開始に際し、本書面に基づき重要事項の説明を

行いました。 

  

  

事業所名：SAKURA＋（サクラプラス） 

 

    SAKURA+ 事業管理者 施設長   氏 名 : 南川大介   印 

 

    説明者  サービス管理責任者   氏 名 : 南 和博   印 

  

  

 

私は、本書面に基づき、事業者から指定障害者福祉サービス就労継続支援 

B型 SAKURA＋（サクラプラス）が提供する障害福祉サービスの利用について、 

重要な事項の説明を受け同意しました。 

 

利用者住所： 

 

 氏   名：              印 

 

 

 

 代理人住所： 

 

 氏   名：              印 

 

 続   柄： 

 


